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●
平
成
23
年
度
伊
奈
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
3
号
）
＝
既
定
の

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ

れ
7,
5
9
6
万
3
千
円
を
追
加

し
、
予
算
総
額
を
1
0
5
億
6,

1
6
3
万
8
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

（
そ
の
他
の
補
正
予
算
）

・
平
成
23
年
度
伊
奈
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
1

号
）

・
平
成
23
年
度
伊
奈
町
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）

・
平
成
23
年
度
伊
奈
町
中
部
特
定

土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
1
号
）

・
平
成
23
年
度
伊
奈
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
1
号
）

・
平
成
23
年
度
伊
奈
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

1
号
）

●
伊
奈
町
災
害
対
策
本
部
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
災
害
対

策
基
本
法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の

で
す
。

●
伊
奈
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
地
方
税
法
等
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の

改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

●
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
＝

西
小
針
四
丁
目
1
9
5
番
20
地
先

か
ら
西
小
針
四
丁
目
1
9
5
番
13

地
先
ま
で
を
新
た
に
町
道
と
し
て

認
定
す
る
も
の
で
す
。

●
町
道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て
＝

大
字
小
室
字
上
田
8
3
6
3
番
地

先
か
ら
大
字
小
室
字
河
原
8
2
1

3
番
2
地
先
ま
で
の
町
道
を
廃
止

す
る
も
の
で
す
。

平
成
23
年
10
月
か
ら
、
子
ど
も

手
当
が
変
わ
り
ま
す
。

新
し
い
子
ど
も
手
当
（
平
成
23

年
10
月
分
〜
平
成
24
年
3
月
分
）

は
、
中
学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど

も
を
養
育
し
て
い
る
方
に
対
し
、

支
給
さ
れ
ま
す
。
所
得
制
限
は
あ

り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
手
当
制
度
の

主
な
変
更
点
は
、
左
記
の
表
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平
成
24
年

4
月
以
降
の
手
当
は
、
ま
だ
国
で

決
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

新
し
い
子
ど
も
手
当
を
受
け
る

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
子
ど
も
手
当

を
受
給
し
て
い
た
方
も
含
め
、
認

定
請
求
が
必
要
で
す
。
対
象
の
お

子
様
が
い
る
方
に
は
、
11
月
に
申

請
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

※
平
成
23
年
10
月
1
日
現
在
で
、

現
に
新
し
い
子
ど
も
手
当
の
支
給

要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
平
成
24

年
3
月
31
日
ま
で
に
認
定
請
求
を

行
え
ば
、
平
成
23
年
10
月
分
の
手

当
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
23
年
10
月
1
日
か

ら
平
成
24
年
2
月
29
日
ま
で
の
間

に
、
新
し
い
子
ど
も
手
当
の
新
た

な
支
給
要
件
（
左
表
④
⑤
⑥
）
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
方
は
、
平
成

24
年
3
月
31
日
ま
で
に
認
定
請
求

を
行
え
ば
、
支
給
要
件
に
該
当
す

る
日
の
翌
月
分
の
手
当
か
ら
受
給

で
き
ま
す
。

（
注
意
）

・
子
ど
も
手
当
の
受
給
者
は
、
父

母
の
う
ち
生
計
を
維
持
す
る
程
度

の
高
い
方
に
変
わ
り
が
な
い
場
合
、

変
更
で
き
ま
せ
ん
。

・
公
務
員
の
方
は
、
勤
務
先
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

9
月
定
例
議
会

月
定
例
議
会�
9
月
定
例
議
会

月
定
例
議
会�
9
月
定
例
議
会�

主
な
町
長
提
出
議
案

平
成
23
年
9
月
定
例
議
会
は
、
9
月
6
日
に
開
会
し
、
平

成
23
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
町
長
提
出
の
議
案
11
件

を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
9
月
21
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

な
お
、
平
成
22
年
度
決
算
（
8
件
）
は
決
算
特
別
委
員
会

で
閉
会
中
に
継
続
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
戸
井
田
氏
は
、
昭
和
42
年
5
月

に
伊
奈
村
議
会
議
員
に
当
選
し
、

連
続
4
期
16
年
の
長
き
に
わ
た
り

地
方
自
治
の
振
興
発
展
に
尽
力
さ

れ
ま
し
た
。こ
の
た
び
の
受
章
は
、

そ
の
顕
著
な
功
績
が
認
め
ら
れ
た

も
の
で
す
。�

旭
日
単
光
章
を
受
章

旭
日
単
光
章
を
受
章

戸井田百合子氏（大針）�

子ども手当が�
変わります�
子ども手当が�
変わります�
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子ども手当制度の主な変更点�

支給月額�

海外に住む子ども�

父母等が養育しているが、児童養
護施設等に入所している子ども�

未成年後見人や国外の父母等が指定
した祖父母等と生活している子ども�

ともに監護・生計同一要件を満た
す父母が離婚協議中に別居し、父
母が生計を同じくしていないよう
な場合�

平成23年9月まで� 平成23年10月から平成24年3月まで�

支給対象外（ただし、留学等のみ支給対象）�

里親に委託されている子ども�

生計を維持す
る程度の高い
方に支給�

中学生以下に�
一律13,000円�

支給対象�

父母等へ支給�

支給対象外�

支給対象外� 支給対象�

施設設置者等へ支給�

支給対象�

子どもと同居している方に支給�

0歳～3歳未満（一律）�
3歳～小学校修了前（第1子・第2子）�
　　　  〃　　　　（第3子以降）�
中学生（一律）�

15,000円�
10,000円�
15,000円�
10,000円�

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

平成22年度決算における

健全化判断比率および資金不足比率を公表します
平成22年度決算における

健全化判断比率および資金不足比率を公表します

語句の説明語句の説明語 句 の 説 明語 句 の 説 明語 句 の 説 明

　地方公共団体は、財政破たんを未然に防止するため、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」に基づき、
健全化判断比率と資金不足比率を公表することとしています。��
　平成22年度決算における町の健全化判断比率および資金不足比率は、下表のとおりとなっており、すべて基
準を下回りました。�

《実質赤字比率》�
　一般会計等の赤字の大きさを表したもの。�

《連結実質赤字比率》�
　すべての会計の赤字と黒字を合算して赤字
の程度を表したもの。�

《実質公債費比率》�
　一般会計等の借入金返済額やこれに準ずる
ものの額の大きさを表したもの。財政負担の
程度を示す。�

《将来負担比率》�
　一般会計等の借入金残高や将来支払ってい
く可能性のある負担の程度を表したもの。将
来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示
す。�

《資金不足比率》�
　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規
模である料金収入の規模と比較して表したも
の。経営状況の深刻度を示す。�

イエローカードというべきもので、 4 つの数値のうち、 1 つでもこ
の基準以上である場合、財政健全化計画を策定して、自主的な
財政再建を目指す。�

早期健全化
基　　　準

数値がこの基準以上の場合、当該公営企業会計は、経営健全
化基準を策定して、経営改善を目指す。�

経営健全化
基　　　準

レッドカードというべきもので、 4 つの数値のうち、 1 つでもこの基
準以上である場合、財政再生計画を策定し、国の監督下、早期
健全化基準未満となるまで財政健全化を目指す。�

財 政 再 生
基　　　準

◎健全化判断比率

◎資金不足比率

※「－」の部分は、黒字を表します。�

※「－」の部分は、黒字を表します。�

（単位：％）�

（単位：％）�

名　　称�

実 質 赤 字 比 率�

連結実質赤字比率�

実質公債費比率�

将 来 負 担 比 率�

特別会計の名称�

水 道 事 業 会 計�

公共下水道事業特別会計�

伊奈町の数値

－
－

経営健全化基準�

20.00�
20.00

�

13.98�
18.98�
25.00�
350.00�

早期健全化基準� 財政再生基準�

20.00�
35.00�
35.00

－
－

伊奈町の数値

12.7
118.2
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